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令和４年８⽉１６⽇
三田市まちの再生部都市政策室都市政策課

令和４年度
第３回三田市都市計画審議会

意⾒聴取

特定生産緑地の指定について
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今回の対象農地について
令和４年は平成４年の生産緑地の都市計画決定から３０年経過する年

三田市では、令和４年１０⽉６⽇に「生産緑地」の申出基準⽇が到来

＜生産緑地法第１０条の２第１項＞
市町村⻑は、申出基準⽇が近く到来することとなる生産緑地のうち、そ

の周辺の地域における公園、緑地その他の公共空地の整備の状況及び土地
利⽤の状況を勘案して、当該申出基準⽇以後においてもその保全を確実に
⾏うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められる
ものを、特定生産緑地として指定することができる。

＜生産緑地法第１０条の２第３項＞
市町村⻑は、指定しようとするときはあらかじめ、生産緑地に係る農地

等利害関係⼈の同意を得るとともに、市町村都市計画審議会の意⾒を聴か
なければならない。

令和４年は平成４年の生産緑地の都市計画決定から３０年経過する年

三田市では、令和４年１０⽉６⽇に「生産緑地」の申出基準⽇が到来

＜生産緑地法第１０条の２第１項＞
市町村⻑は、申出基準⽇が近く到来することとなる生産緑地のうち、そ

の周辺の地域における公園、緑地その他の公共空地の整備の状況及び土地
利⽤の状況を勘案して、当該申出基準⽇以後においてもその保全を確実に
⾏うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められる
ものを、特定生産緑地として指定することができる。

＜生産緑地法第１０条の２第３項＞
市町村⻑は、指定しようとするときはあらかじめ、生産緑地に係る農地

等利害関係⼈の同意を得るとともに、市町村都市計画審議会の意⾒を聴か
なければならない。

令和４年は平成４年の生産緑地の都市計画決定から３０年経過する年

三田市では、令和４年１０⽉６⽇に「生産緑地」の申出基準⽇が到来

＜生産緑地法第１０条の２第１項＞
市町村⻑は、申出基準⽇が近く到来することとなる生産緑地のうち、そ

の周辺の地域における公園、緑地その他の公共空地の整備の状況及び土地
利⽤の状況を勘案して、当該申出基準⽇以後においてもその保全を確実に
⾏うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められる
ものを、特定生産緑地として指定することができる。

＜生産緑地法第１０条の２第３項＞
市町村⻑は、指定しようとするときはあらかじめ、生産緑地に係る農地

等利害関係⼈の同意を得るとともに、市町村都市計画審議会の意⾒を聴か
なければならない。

特定生産緑地計画書（案）
特定生産緑地（三田市）の指定（案）

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の２第１項の規定に基づき、特定生産緑地を次のように指定する。

面積(ha) 筆数
平成４年指定
生産緑地地区 6.4 159

前回（4/25）
審議会済 5.47 137

今回審議会 0.11 5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

筆数

面積(ha)

前回審議会 今回審議会 指定意向なし

既に指定されて
いる区域

新たに指定
する区域

1 三田市天神3丁目地内 三田‐3 約0.08 ha 約0.02 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
1 三田市天神3丁目地内 三田‐４ 約0.78 ha 約0.50 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
1 三田市天神3丁目地内 三田‐５ 約0.61 ha 約0.56 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
2 三田市天神3丁目地内 三田‐８ 約0.18 ha 約0.17 ha 約0.01 ha 令和4年10月6日
2 三田市天神3丁目地内 三田‐９ 約0.14 ha 約0.14 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
2 三田市天神3丁目地内 三田‐１０ 約0.14 ha 約0.14 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
2 三田市天神3丁目地内 三田‐１１ 約0.30 ha 約0.30 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
2 三田市⻄⼭2丁目地内 三田‐１２ 約0.47 ha 約0.37 ha 約0.05 ha 令和4年10月6日
3 三田市南が丘1丁目地内 三田‐１３ 約0.09 ha 約0.09 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
3 三田市南が丘1丁目地内 三田‐１４ 約0.16 ha 約0.16 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
4 三田市横⼭町地内 三田‐１５ 約0.12 ha 約0.12 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
4 三田市横⼭町地内 三田‐１６ 約0.14 ha 約0.14 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
5 三田市対中町地内 三田‐１７ 約0.07 ha 約0.07 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
5 三田市対中町地内 三田‐１８ 約0.05 ha 約0.05 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
5 三田市対中町地内 三田‐１９ 約0.07 ha 約0.07 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
5 三田市対中町地内 三田‐２０ 約0.28 ha 約0.23 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
5 三田市八景町地内 三田‐２３ 約0.49 ha 約0.40 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
5 三田市寺村町地内 三田‐２４ 約0.36 ha 約0.36 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
5 三田市寺村町地内 三田‐２５ 約0.12 ha 約0.12 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
6 三田市⻄⼭2丁目地内 三田‐２８ 約0.06 ha 約0.06 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
6 三田市⻄⼭2丁目地内 三田‐２９ 約0.22 ha 約0.22 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
6 三田市南が丘1丁目地内 三田‐３３ 約0.18 ha 約0.14 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
6 三田市⻄⼭2丁目地内 三田‐３４ 約0.10 ha 約0.10 ha 0.00 ha 令和4年10月6日

6-2 三田市三輪4丁目304 三輪-1 約0.05 ha 0.0ha 約0.05 ha 令和4年10月6日
7 三田市高次1丁目地内 三輪‐２ 約0.09 ha 約0.09 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
7 三田市高次1丁目地内 三輪‐３ 約0.06 ha 約0.06 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
7 三田市高次2丁目地内 三輪‐４ 約0.11 ha 約0.11 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
7 三田市高次2丁目地内 三輪‐５ 約0.08 ha 約0.08 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
7 三田市高次2丁目地内 三輪‐６ 約0.06 ha 約0.06 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
8 三田市下田中地内 三輪‐７ 約0.13 ha 約0.13 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
9 三田市下井沢地内 広野‐３ 約0.05 ha 約0.05 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
9 三田市下井沢地内 広野‐４ 約0.15 ha 約0.15 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
9 三田市上井沢地内 広野‐５ 約0.10 ha 約0.10 ha 0.00 ha 令和4年10月6日
9 三田市上井沢地内 広野‐６ 約0.11 ha 約0.11 ha 0.00 ha 令和4年10月6日

「位置及び区域は指定図表示のとおり」

図面番号 位置
生産緑地
地区番号

面積

申出基準日
生産緑地

地   区
（都市計

特定生産緑地
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今回指定箇所

図面
番号 位置

生産
緑地
番号

面積

申出
基準⽇生産緑地

地区

特定生産緑地
既に指定
されてい
る区域

新たに指
定する区

域

2 天神三丁目地内 三田-8 約0.18ha 約0.17ha
約0.01ha

（1筆） R4.10.6

2 ⻄⼭⼆丁目地内 三田-12 約0.47ha 約0.37ha
約0.05ha

（3筆） R4.10.6

6-2 三輪四丁目地内 三輪-1 約0.05ha 0.00ha
約0.05ha

（1筆） R4.10.6

位置図
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図面番号２

図面番号６－２
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令和４年度のスケジュール

4⽉25⽇

5⽉ 9⽇
5⽉18⽇

8⽉16⽇

＜今後＞
9⽉予定

10⽉6⽇

都市計画審議会 意⾒聴取
⼀定期間内に受理した申出について、審査した特定生産緑地の指定に
ついて都市計画審議会に諮り、意⾒聴取を⾏います。

今回審議

＜同意書受付＞

都市計画審議会 意⾒聴取

特定生産緑地への指定の告示
農地利害関係⼈への通知

「生産緑地」の申し出基準⽇

２ケ⽉弱

前回審議済み

都市計画審議会 意⾒聴取

特定生産緑地への指定の告示
農地利害関係⼈への通知

申出基準⽇までの変更について
三田市における「生産緑地」の申出基準⽇は全域、令和４年１０⽉６⽇

今後、申出基準⽇までに生じる可能性のある変更について
1. 指定意向に変更が生じた場合（新たに同意書がそろった場合）
2. 農地利害関係に変更が生じた場合

特定生産緑地への指定は、生産緑地地区の都市計画決定
（告示⽇）から３０年経過前までに指定する必要がある。
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